
誰もが地域で安心して暮らすことができる大都市東京の実現

このマークは、目の不自由な方などのための「音声コード」で、位置を示すために切
り込みを入れています。専用の読み上げ装置で読み取ると、記載内容を音声で聞くこ
とができます。
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昨年 12 月以降、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が発生し、中華人民共和国を中心に、世界各国から
発生が報告されています。季節性インフルエンザと同様に、咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染症対策に努
めていただくようお願いします。

新型コロナウイルス感染症が発生しています新型コロナウイルス感染症が発生しています

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
新型コロナコールセンター 新型コロナ受診相談窓口

（帰国者・接触者電話相談センター）

感染の予防に関することや、心配な症状
が出た時の対応などに関する相談をお受け
しています。英語・中国語・韓国語による
相談もお受けします。聴覚に障害のある方
などからのファクスによる相談にも対応いた
します。

 ( ナビダイヤル )

最新の情報および相談窓口の一覧はホームページでご確認ください。

最寄りの保健所でもご相談いただけます

0570-550571

03-5320-4592

9時から21時まで、
土曜日・日曜日・祝日も受け付け

発熱や呼吸器症状があり、新型コロナウイルス感染
症が疑われる方からの電話相談を保健所等で受け付け
ます。必要に応じて医療機関をご案内します。
 平日概ね９時から17時まで
　最寄りの保健所の相談センターにご連絡ください。
 平日夜間17時から9時まで、土曜日・日曜日・祝日終日
　都・特別区・八王子市・町田市合同電話相談センター



認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力に困難を抱えた方が地
域で安心して暮らし続けるための制度として、成年後見制度や日常生活自
立支援事業等があります。
東京都では、これらの制度を必要とする方が適切に利用できるよう、支
援体制の整備等を推進しています。成年後見制度等の利用促進のためには
制度について専門的知見を有する専門職団体との連携が重要です。
このたび、専門職団体との連携をより一層深め、区市町村の支援体制を
強化するため、専門職団体計5団体と、「判断能力に困難を抱え、権利擁護、
支援等が必要な方のあんしん生活を支える制度の推進に関する協定」を締結しました。
東京都は、本協定に基づく専門職の取り組みについて周知し、区市町村が専門職団体の協力を受けられるよう支援します。

締結先団体
東京弁護士会/第一東京弁護士会/第二東京弁護士会/公益社団法人成年後見センター・リーガルサ

ポート東京支部/公益社団法人東京社会福祉士会

あんしん生活を支える制度の推進に関する協定を締結しました 

特集　花粉に注意しましょう！～今春は例年より早く飛散が始まりました～

例年、３月は花粉が多く飛散する時期です。
東京都では、花粉症の予防や治療を適切に行うことができるよう、飛散花粉数を観測するとともに、花粉飛散予
測を実施しています。

福祉保健局HP「東京都アレルギー情報 navi.< 東京都の花粉情報>」では、花粉の飛散状況を発信しているほか、
花粉症対策の情報、花粉症の原因となる植物の情報なども掲載しています。
また、花粉症の情報をまとめたハンドブック「花粉症一口メモ」も紹介しています。
　花粉症対策にぜひご活用ください！
 　https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/allergy/pollen/index.html

健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課 　 03-3363-3487　  03-5386-7427FAXTEL問

福祉保健局生活福祉部地域福祉課 　 03-5320-4045　  03-5388-1405FAXTEL問

（締結式の様子　2月3日（月曜日））

【今春の飛散開始日】
　青梅市、八王子市で2月3日から飛散開始となった。
※過去 10年平均は、２月17日頃
【飛散花粉の総数の予測】
過去10年平均の6割程度、昨春の6割程度（区部では0.5

～0.6倍、多摩地域では0.6～0.8倍）となる見込み（右図）
【飛散花粉の多い日の予測】
飛散花粉数が「多い」に分類される１日当たり30個／平

方センチメートル以上飛散する日数は、区部で30日程度、
多摩地域で28日程度となる見込み
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飛散花粉数の経年変化（都内12地点平均）
※前年夏の日射量や秋のスギ花芽の着花状況などによって予測しています。
　予測値は、スギとヒノキの合計値です。

「東京都の花粉情報」をご活用ください！

 花粉シーズンの生活の心得
・「風邪をひかないこと」…風邪をひくと粘膜の上皮が弱くなり、花粉症の症状がひどくなることがあります。
・「お酒を飲みすぎないこと」…鼻づまりを悪化させる可能性があります。
・「たばこは控えめに」…たばこは粘膜を傷つけるため、花粉症の症状がひどくなることがあります。
 花粉を避ける方法
・外出するとき
  マスクやメガネを着用し、花粉が目や鼻などに付かないように注意しましょう。帽子をかぶることも効果的です。
帰宅した際は、洋服や髪の毛に付いた花粉をよく払い落としてから家に入り、うがい・手洗い・洗顔を行いましょう。
・掃除・洗濯・布団干し
  なるべく室内に花粉を入れないように注意しましょう。掃除の際は、掃除機の使用に加え、ぬれ雑巾等で拭く
ことも効果的です。
  また、花粉の飛散シーズン中、洗濯物はできるだけ屋内に干しましょう。布団は布団乾燥機の使用が望ましい
ですが、屋外に干した場合でも、掃除機をかけることで、ある程度花粉を除去することができます。

花粉症を予防しましょう！

春の献血キャンペーン　献血への継続的なご理解・ご協力をお願いします

東京都では3月1日から3月31日までの期間、春の献血キャンペーンを行っています。
血液は人工的に造ることができず、長期間保存することもできません。病気やけがで輸血を必要としている方々へ

の治療には、献血でご提供いただいた血液から造る血液製剤が必要です。皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。

福祉保健局保健政策部疾病対策課 　 03-5320-4506　  03-5388-1437FAXTEL問

多様な食品を組み合わせてフレイルを予防しよう！

東京都では、「東京都健康推進プラン21（第二次）」に基づいて、高齢者がいきいき
と暮らせるよう、フレイル予防のための取り組みを推進しています。
取り組みの一つとして、都民の皆さんにとって身近な存在のコンビニエンスストアの

ファミリーマートと協力して、フレイル予防に役立つ普及キャンペーンを実施します。
フレイル予防のためには、多様な食品を組み合わせ、栄養バランスのよい食事をとる

ことが大切です。そこで、栄養バランスが整った10品目のお弁当の販売を行います。
また、お弁当や総菜を選ぶときに、栄

養バランスを考える上で参考になる表示
を価格カードに行います。メニューを組
み合わせていろいろな食品をとることや、
その日に食べていない食品が含まれるも
のを選ぶ参考にしてください。

～東京都とファミリーマートが協力して、健康づくりに役立つ情報発信をします～

店内掲示ポスター　このポスターが目印！

動画　https://tokyodouga.jp/XTG4vuGm50g.html

第２弾

価格カード例

◇リーフレットの配布、価格カードの表示…３月17日（火曜日）から３月30日（月曜日）まで
◇お弁当の販売 …………………………………３月17日（火曜日）から４月13日（月曜日）まで
都内のファミリーマート各店舗で実施予定

福祉保健局保健政策部健康推進課　　03-5320-4357　  03-5388-1427
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/kenko_zukuri/ei_syo/nakashoku.html
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  献血ができる場所
都内13カ所の献血ルームと、不定期に稼働している献血バスなどでも献血を受け付けています。
都内の献血ルーム受付時間および献血バス運行情報は、東京都赤十字血液センター　  をご覧ください。

東京都赤十字血液センター 　 https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/tokyo/index.html

 献血の前に
献血される方、輸血を受ける方の安全のため、服薬中の方や海外から帰国（入国）して４週間以内の方など、献血
をご遠慮いただく場合があります。また、献血後には水分補給や休憩を取ることや、献血直後のスポーツ・喫煙・
飲酒等は控えることなどの注意点もあります。詳しくは東京都赤十字血液センター　 をご覧ください。

3/16 ～ 3/22の期間、
都内の電車や街頭ビジョンで、
ポスター・動画を掲出しています！
ぜひ探してみてください！

※HIV検査を目的とした献血は行えません。
HP

HP

使用
10食品群

フレイル予防のための食事の工夫点等を掲載したリーフレットは、ホームページでも紹介しています。
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福祉保健局保健政策部健康推進課　　03-5320-4357　  03-5388-1427
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/kenko_zukuri/ei_syo/nakashoku.html

問
HP

HP

TEL FAX

  献血ができる場所
都内13カ所の献血ルームと、不定期に稼働している献血バスなどでも献血を受け付けています。
都内の献血ルーム受付時間および献血バス運行情報は、東京都赤十字血液センター　  をご覧ください。
東京都赤十字血液センター 　 https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/tokyo/index.html

 献血の前に
献血される方、輸血を受ける方の安全のため、服薬中の方や海外から帰国（入国）して４週間以内の方など、献血
をご遠慮いただく場合があります。また、献血後には水分補給や休憩を取ることや、献血直後のスポーツ・喫煙・
飲酒等は控えることなどの注意点もあります。詳しくは東京都赤十字血液センター　 をご覧ください。

3/16 ～ 3/22の期間、
都内の電車や街頭ビジョンで、
ポスター・動画を掲出しています！
ぜひ探してみてください！

※HIV検査を目的とした献血は行えません。
HP

HP

使用
10食品群

フレイル予防のための食事の工夫点等を掲載したリーフレットは、ホームページでも紹介しています。
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東京都シルバーパスを4月から9月までの間に新規購入される方へ

　70 歳以上の都民の方は、都内民営バス・都営交通などが利用できる「東京都シルバーパス」を購入できます。
現在購入できるシルバーパスの有効期限は、2020 年 9月 30日までです。
※既にシルバーパス（有効期限 2020 年 9月 30日）をお持ちの方は、手続不要です。
対　　象　都内に住民登録している満 70歳以上の方（寝たきりの方を除く。）
申　　込　必要書類を用意し、最寄のバス営業所・都営地下鉄定期券発売所などの発行窓口へ。満 70 歳になる月

の初日から申し込み可能
費　　用　①令和２年度住民税課税の方　10,255 円（4月から 9月までに購入の場合に限る。）
　　　　　②令和２年度住民税非課税の方　1,000 円
　　　　　③令和２年度住民税課税の方で令和元年の合計所得金額※が 125 万円以下の方（経過措置）　1,000 円
　　　　　※不動産売却に係る特別控除額(令和元年分)を控除します。該当する方は、必要書類が異なる場合があります。
必要書類　■全ての方 本人確認書類（保険証または運転免許証等）

■②・③の方（次のいずれか 1つ）
ア「令和２年度介護保険料納入（決定）通知書」（所得段階区分が「1」から「6」、合計所得金額欄が
125 万円以下の方※品川区・目黒区・世田谷区・武蔵野市・昭島市・福生市・あきる野市は「7」まで、
八丈町は「9」まで）
イ「令和２年度住民税非課税 /課税証明書」
ウ「生活保護受給証明書（生活扶助）」
＊アは再発行できません。イは区市町村で発行（原則有料）。ウは 2 年 4 月 1 日以降
　に発行され、生活扶助受給が確認できるものに限ります。
　ア・イは令和２年度の書類が発行されるまでの間は令和元年度の書類で代用できます。

４月２日は「世界自閉症啓発デー」、４月２日から８日は「発達障害啓発週間」です！

毎年４月２日は、国連が定める「世界自閉症啓発デー」です。
また、４月２日から８日は、厚生労働省が定める「発達障害啓発週間」として、日本各地で自閉症等の発達障害
について啓発する活動が行われています。
東京都では、自閉症等の発達障害のある方やご家族の相談支援等を行うとともに、社会全体で理解が進むよう、
普及啓発の一環として東京ゲートブリッジおよび都庁第一本庁舎をブルーにライトアップします。
ライトアップに使う青色は、癒やしや希望などを表しています。名所旧跡でのライトアップの取り組みは、世界
各国で行われており、日本でも各地で実施される予定です。

（１）東京ゲートブリッジのライトアップ
　　 ４月２日（木曜日）日没から24時まで
（２）都庁第一本庁舎のライトアップ
　　 ４月２日（木曜日）から４月８日（水曜日）まで
　　 18時から23時まで
【世界自閉症啓発デー・日本実行委員会（公式サイト）】
 　http://www.worldautismawarenessday.jp/

自閉症は、発達障害のうちの一つです。
自閉症の人は、気持ちをうまく伝えることや、他人の言葉の意図を理解することが苦手といった特性があります。
自閉症の人たちが社会の中で生き生きと暮らすためには、その行動や態度の意味の理解と支援が必要です。

福祉保健局障害者施策推進部精神保健医療課 　 03-5320-4464　  03-5388-1417FAXTEL問

東京ゲートブリッジのライトアップの様子 都庁舎のライトアップの様子
自閉症を知っていますか？

（一般社団法人）東京バス協会・シルバーパス専用電話     
　 03-5308-6950（土・日・祝日除く、9時から 17時まで）
福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課　  03-5320-4275

問
TEL

TEL

インターネット福祉保健モニター

インターネット福祉保健モニターを募集しています！

妊娠支援ポータルサイト「東京都妊活課」を開設しました！

●サイトの内容
　・妊娠のために知っておきたい知識　妊娠を希望する方向け
　　妊娠の仕組みや知っておきたい知識について、クイズなどを交えながら解
説しています。

　・子供ができにくいかも？と思ったら　不妊症について知りたい方向け
　　不妊症についての基礎知識や、不妊検査・不妊治療について解説しています。
　・“不育症” をご存じですか　不育症について知りたい方向け
　　不育症についての基礎知識や、不育症検査・不育症の治療について解説し
ています。　

東京都では、妊娠・出産を希望する方およびそのパートナーが必要な情報を得やすくするため、妊娠・不妊・不
育等の段階に応じた情報を一元化したwebサイトを開設しました。
本サイトでは、産婦人科専門医・生殖医療専門医の監修や不妊体験者のセルフサポート団体の協力のもと、妊娠

のために知っておきたい基礎知識や、不妊検査・不妊治療・不育症検査等について、分かりやすく解説しています。
　また、都の助成制度や相談窓口等のリンクも掲載していますので、ぜひご活用ください。

福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　　03-5320-4372　   03-5388-1406
https://www.ninkatsuka.metro.tokyo.lg.jp/

問
HP

TEL FAX

福祉保健局では、東京都の福祉保健医療施策への建設的な意見を頂くため、インターネットを用いたモニター調
査を実施しています。ぜひご応募ください。
応　募　資　格　都内在住または在勤の18歳以上の方で、ホームページの閲覧とメール機能を日本語で利用できる方
モニターの役割　インターネットによる福祉保健医療施策へのアンケート調査にご回答いただきます。アンケート

調査は、年３回程度実施します。
募　集　人　数　100名程度
募　集　期　間　通年
応　募　方　法　　 よりご応募ください。（記入事項：氏名、年齢、住所、メールアドレス、職業、自由記述「東

京の福祉保健について考えること」等）
任　　　　　期　なし（年１回、継続意思の確認をします。）
選　考　結　果　応募者本人にメールにてお知らせします。

～あなたの意見を福祉保健局にお寄せください～

福祉保健局総務部総務課　　03-5320-4032　   03-5388-1400
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/shisaku/monitor/bosyuu.html

問
HP

TEL FAX

HP

特定不妊治療費助成金の申請はお済みですか？ 
東京都では、高額の治療費がかかる特定不妊治療（体外受精および顕微授精）について、経済的負担の軽減を図

るため、医療保険が適用されない治療費の一部を助成しています。平成31年度特定不妊治療費助成金は、３月31
日（火曜日）（消印有効）が申請期限です。
令和元年12月末日までの治療終了分は令和２年４月１日以降受け付けできませんので、該当の方は至急ご提出く

ださい。
また、例年期限近くに申請が集中しますので、申請書類の受理後、決定までに３カ月程度かかります。

福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　　03-5320-4362　　03-5388-1406
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/top.html

問
HP

TEL FAX
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東京都シルバーパスを4月から9月までの間に新規購入される方へ

　70 歳以上の都民の方は、都内民営バス・都営交通などが利用できる「東京都シルバーパス」を購入できます。
現在購入できるシルバーパスの有効期限は、2020 年 9月 30日までです。
※既にシルバーパス（有効期限 2020 年 9月 30日）をお持ちの方は、手続不要です。
対　　象　都内に住民登録している満 70歳以上の方（寝たきりの方を除く。）
申　　込　必要書類を用意し、最寄のバス営業所・都営地下鉄定期券発売所などの発行窓口へ。満 70 歳になる月

の初日から申し込み可能
費　　用　①令和２年度住民税課税の方　10,255 円（4月から 9月までに購入の場合に限る。）
　　　　　②令和２年度住民税非課税の方　1,000 円
　　　　　③令和２年度住民税課税の方で令和元年の合計所得金額※が 125 万円以下の方（経過措置）　1,000 円
　　　　　※不動産売却に係る特別控除額(令和元年分)を控除します。該当する方は、必要書類が異なる場合があります。
必要書類　■全ての方 本人確認書類（保険証または運転免許証等）

■②・③の方（次のいずれか 1つ）
ア「令和２年度介護保険料納入（決定）通知書」（所得段階区分が「1」から「6」、合計所得金額欄が
125 万円以下の方※品川区・目黒区・世田谷区・武蔵野市・昭島市・福生市・あきる野市は「7」まで、
八丈町は「9」まで）
イ「令和２年度住民税非課税 /課税証明書」
ウ「生活保護受給証明書（生活扶助）」
＊アは再発行できません。イは区市町村で発行（原則有料）。ウは 2 年 4 月 1 日以降
　に発行され、生活扶助受給が確認できるものに限ります。
　ア・イは令和２年度の書類が発行されるまでの間は令和元年度の書類で代用できます。

４月２日は「世界自閉症啓発デー」、４月２日から８日は「発達障害啓発週間」です！

毎年４月２日は、国連が定める「世界自閉症啓発デー」です。
また、４月２日から８日は、厚生労働省が定める「発達障害啓発週間」として、日本各地で自閉症等の発達障害

について啓発する活動が行われています。
東京都では、自閉症等の発達障害のある方やご家族の相談支援等を行うとともに、社会全体で理解が進むよう、

普及啓発の一環として東京ゲートブリッジおよび都庁第一本庁舎をブルーにライトアップします。
ライトアップに使う青色は、癒やしや希望などを表しています。名所旧跡でのライトアップの取り組みは、世界

各国で行われており、日本でも各地で実施される予定です。

（１）東京ゲートブリッジのライトアップ
　　 ４月２日（木曜日）日没から24時まで
（２）都庁第一本庁舎のライトアップ
　　 ４月２日（木曜日）から４月８日（水曜日）まで
　　 18時から23時まで
【世界自閉症啓発デー・日本実行委員会（公式サイト）】
 　http://www.worldautismawarenessday.jp/

自閉症は、発達障害のうちの一つです。
自閉症の人は、気持ちをうまく伝えることや、他人の言葉の意図を理解することが苦手といった特性があります。
自閉症の人たちが社会の中で生き生きと暮らすためには、その行動や態度の意味の理解と支援が必要です。

福祉保健局障害者施策推進部精神保健医療課 　 03-5320-4464　  03-5388-1417FAXTEL問

東京ゲートブリッジのライトアップの様子 都庁舎のライトアップの様子
自閉症を知っていますか？

（一般社団法人）東京バス協会・シルバーパス専用電話     
　 03-5308-6950（土・日・祝日除く、9時から 17時まで）
福祉保健局高齢社会対策部在宅支援課　  03-5320-4275

問
TEL

TEL

インターネット福祉保健モニター

インターネット福祉保健モニターを募集しています！

妊娠支援ポータルサイト「東京都妊活課」を開設しました！

●サイトの内容
　・妊娠のために知っておきたい知識　妊娠を希望する方向け
　　妊娠の仕組みや知っておきたい知識について、クイズなどを交えながら解
説しています。

　・子供ができにくいかも？と思ったら　不妊症について知りたい方向け
　　不妊症についての基礎知識や、不妊検査・不妊治療について解説しています。
　・“不育症” をご存じですか　不育症について知りたい方向け
　　不育症についての基礎知識や、不育症検査・不育症の治療について解説し
ています。　

東京都では、妊娠・出産を希望する方およびそのパートナーが必要な情報を得やすくするため、妊娠・不妊・不
育等の段階に応じた情報を一元化したwebサイトを開設しました。
本サイトでは、産婦人科専門医・生殖医療専門医の監修や不妊体験者のセルフサポート団体の協力のもと、妊娠
のために知っておきたい基礎知識や、不妊検査・不妊治療・不育症検査等について、分かりやすく解説しています。
　また、都の助成制度や相談窓口等のリンクも掲載していますので、ぜひご活用ください。

福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　　03-5320-4372　   03-5388-1406
https://www.ninkatsuka.metro.tokyo.lg.jp/

問
HP

TEL FAX

福祉保健局では、東京都の福祉保健医療施策への建設的な意見を頂くため、インターネットを用いたモニター調
査を実施しています。ぜひご応募ください。
応　募　資　格　都内在住または在勤の18歳以上の方で、ホームページの閲覧とメール機能を日本語で利用できる方
モニターの役割　インターネットによる福祉保健医療施策へのアンケート調査にご回答いただきます。アンケート

調査は、年３回程度実施します。
募　集　人　数　100名程度
募　集　期　間　通年
応　募　方　法　　 よりご応募ください。（記入事項：氏名、年齢、住所、メールアドレス、職業、自由記述「東

京の福祉保健について考えること」等）
任　　　　　期　なし（年１回、継続意思の確認をします。）
選　考　結　果　応募者本人にメールにてお知らせします。

～あなたの意見を福祉保健局にお寄せください～

福祉保健局総務部総務課　　03-5320-4032　   03-5388-1400
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/shisaku/monitor/bosyuu.html

問
HP

TEL FAX

HP

特定不妊治療費助成金の申請はお済みですか？ 
東京都では、高額の治療費がかかる特定不妊治療（体外受精および顕微授精）について、経済的負担の軽減を図
るため、医療保険が適用されない治療費の一部を助成しています。平成31年度特定不妊治療費助成金は、３月31
日（火曜日）（消印有効）が申請期限です。
令和元年12月末日までの治療終了分は令和２年４月１日以降受け付けできませんので、該当の方は至急ご提出く
ださい。
また、例年期限近くに申請が集中しますので、申請書類の受理後、決定までに３カ月程度かかります。

福祉保健局少子社会対策部家庭支援課　　03-5320-4362　　03-5388-1406
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/top.html

問
HP

TEL FAX
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お知らせお知らせ
●「聞こえに不自由している方のための読話講習会」の受講生募集
期　　　間　６月８日（月曜日）から令和３年２月22日（月曜日）までの毎週月曜日
　　　　　　18時30分から20時30分まで（全30回）
会　　　場　東京聴覚障害者福祉事業協会　会議室（新宿区新宿２－15－27第３ヒカリビル６階）
対　象　者　都内在住で身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の中途失聴者・難聴者
定　　　員　20人
申　　　込　５月13日（水曜日）まで（消印有効）に、東京手話通訳等派遣センターへ申込書（　   から入手）

を郵送してください。
　　　　　　東京手話通訳等派遣センター　
　　　　　　〒160-0022新宿区新宿2－15－27第3ヒカリビル5階
　 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/koza/dokuwakousyuukai.html
　 東京手話通訳等派遣センター　　03-3352-3359　　03-3354-6868
　 福祉保健局障害者施策推進部計画課　　03-5320-4147　　03-5388-1413

TEL
TEL

児童相談所は、原則18歳未満の子供に関するさまざまな相談をお受けしており、住所地により担当する児童
相談所が決まっています。このたび、世田谷区および江戸川区が児童相談所を開設することに伴い、４月１日
から、都内児童相談所の相談窓口が一部変更になります。変更になる区市は以下のとおりです。

●都内児童相談所の相談窓口が一部変更となります

●世田谷区にお住まいの方：
　世田谷区児童相談所（世田谷区松原６－41－７、  　03-6379-0697）
●江戸川区にお住まいの方：
　江戸川区児童相談所（江戸川区中央３－４－18、　03-5678-1810）
●狛江市にお住まいの方：
東京都多摩児童相談所（多摩市諏訪２－６、　042-372-5600）
なお、東京都世田谷児童相談所は３月31日をもって廃止となります。
　 ＜相談窓口変更に関すること＞
　 福祉保健局少子社会対策部家庭支援課 　  03-5320-4127TEL

TEL

TEL

TEL

●「盲ろう者向け通訳・介助者養成講習会」の受講生募集
対　　　象　講習会修了後、都内在住の盲ろう者に通訳・介助活動できる方（定員40名）　
期　　　間　5月10日（日曜日）から7月12日（日曜日）まで（全７日間）　
会　　　場　東京都障害者福祉会館ほか　
内　　　容　通訳・介助技術の実習など　
受　講　料　一般10,000円・学生5,000円（別途テキスト代400円必要）　
申　　　込　3月23日（月曜日）まで（必着）に申込書（　 で入手可）を    、     または郵送により東京盲ろう

者友の会へ。　
申　込　先　東京盲ろう者友の会　
　　　　　　〒111-0053 台東区浅草橋１－32－６ コスモス浅草橋酒井ビル２階
 　　　　　　　tokyo-db@tokyo-db.or.jp
　 東京盲ろう者友の会     03-3864-7003  　 03-3864-7004　
　 福祉保健局障害者施策推進部計画課　　03-5320-4147　　03-5388-1413
　 http://www.tokyo-db.or.jp/

TEL
TEL

HP HP FAX

※イベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響で、中止、変更の
可能性があります。イベント等の実施については、　 をご確認いた
だくか、各イベント等の問い合わせ先までご連絡ください。

HP
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お知らせお知らせ
●「聞こえに不自由している方のための読話講習会」の受講生募集
期　　　間　６月８日（月曜日）から令和３年２月22日（月曜日）までの毎週月曜日
　　　　　　18時30分から20時30分まで（全30回）
会　　　場　東京聴覚障害者福祉事業協会　会議室（新宿区新宿２－15－27第３ヒカリビル６階）
対　象　者　都内在住で身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の中途失聴者・難聴者
定　　　員　20人
申　　　込　５月13日（水曜日）まで（消印有効）に、東京手話通訳等派遣センターへ申込書（　   から入手）

を郵送してください。
　　　　　　東京手話通訳等派遣センター　
　　　　　　〒160-0022新宿区新宿2－15－27第3ヒカリビル5階
　 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/koza/dokuwakousyuukai.html
　 東京手話通訳等派遣センター　　03-3352-3359　　03-3354-6868
　 福祉保健局障害者施策推進部計画課　　03-5320-4147　　03-5388-1413

TEL
TEL
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●世田谷区にお住まいの方：
　世田谷区児童相談所（世田谷区松原６－41－７、  　03-6379-0697）
●江戸川区にお住まいの方：
　江戸川区児童相談所（江戸川区中央３－４－18、　03-5678-1810）
●狛江市にお住まいの方：
東京都多摩児童相談所（多摩市諏訪２－６、　042-372-5600）
なお、東京都世田谷児童相談所は３月31日をもって廃止となります。

　 ＜相談窓口変更に関すること＞
　 福祉保健局少子社会対策部家庭支援課 　  03-5320-4127TEL

TEL

TEL

TEL

●「盲ろう者向け通訳・介助者養成講習会」の受講生募集
対　　　象　講習会修了後、都内在住の盲ろう者に通訳・介助活動できる方（定員40名）　
期　　　間　5月10日（日曜日）から7月12日（日曜日）まで（全７日間）　
会　　　場　東京都障害者福祉会館ほか　
内　　　容　通訳・介助技術の実習など　
受　講　料　一般10,000円・学生5,000円（別途テキスト代400円必要）　
申　　　込　3月23日（月曜日）まで（必着）に申込書（　 で入手可）を    、     または郵送により東京盲ろう

者友の会へ。　
申　込　先　東京盲ろう者友の会　
　　　　　　〒111-0053 台東区浅草橋１－32－６ コスモス浅草橋酒井ビル２階
 　　　　　　　tokyo-db@tokyo-db.or.jp
　 東京盲ろう者友の会     03-3864-7003  　 03-3864-7004　
　 福祉保健局障害者施策推進部計画課　　03-5320-4147　　03-5388-1413
　 http://www.tokyo-db.or.jp/

TEL
TEL

HP HP FAX

※イベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響で、中止、変更の
可能性があります。イベント等の実施については、　 をご確認いた
だくか、各イベント等の問い合わせ先までご連絡ください。

HP 東京都障害者総合スポーツセンター      03-3907-5631       03-3907-5613
https://tsad-portal.com

問 FAXTEL
HP
東京都多摩障害者スポーツセンター      042-573-3811       042-574-8579
https://tsad-portal.com

問 FAXTEL
HP

●東京都障害者スポーツセンター

東京都南新宿検査・相談室および多摩地域検査・相談室では、匿名・無料でHIV検査を実施しています。
また、希望される方には、HIV検査と同時に梅毒の検査も実施しています。
●東京都南新宿検査・相談室（通常検査）
所　在　地　〒151-0053　渋谷区代々木２－７－８　東京南新宿ビル３階
最 寄 り 駅　JR各線「新宿駅」南口から徒歩3分
予約電話番号　　 03-3377-0811

（平日15時30分から19時まで、土曜日および日曜日13時から16時30分まで）
検査受付時間　平日15時30分から19時30分まで、土曜日および日曜日13時から16時30分まで
結 果 通 知　１週間後
　　　　　　※感染の機会から60日以上経過してから受けましょう。
　 http://www.tmsks.jp/（日本語）
　 http://www.tmsks.jp/easyjapanese/（やさしい日本語）
　 http://www.tmsks.jp/en/（英語）
●東京都多摩地域検査・相談室（即日検査）
所　在　地　〒190-0021　立川市羽衣町２－63　東京都立川保健衛生仮庁舎内
最 寄 り 駅　JR南武線「西国立駅」から徒歩9分
予約電話番号　　 080-2022-3667（平日10時から16時まで）
検査受付時間　予約制：土曜日10時から／先着順：土曜日13時から15時まで
結 果 通 知　当日　※判定保留の場合は1週間後
　　　　　　※感染の機会から90日以上経過してから受けましょう。
　 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/aids/kensa/tt_kensa.html（日本語）
　 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/aids/kensa/tamachiikikensa_yasashiinihongo.html

　（やさしい日本語）
　  　@tamachiikikensa
当日の混雑状況を随時配信しています。
※両検査・相談室ともに、祝日は検査を実施していません。
　 福祉保健局健康安全部感染症対策課　　03-5320-4487　　03-5388-1432

●HIVの検査を匿名、無料で実施しています

TEL

開　催　名 開 催 日 ・ 時 間 対　象　者 申　　込

総
　
　
合

※１　みんなでバドミントン
【共催：センタークラブ】
王子かぼちゃクラブ

３月 14日（土曜日）13時から 16時まで 障害児者・介護者
地域住民 不　要

※ 2　みんなでボッチャ
【共催：センタークラブ】
王子ホールドスターズ

３月 15日（日曜日）13時から 16時まで 障害児者・介護者
地域住民 不　要

※ 3　あそびのひろば ３月 29日（日曜日）13時 15分から 15時まで 障害児者・介護者
地域住民 不　要

多
　
摩

※４　いきいき TAMAビックス ３月 12日（木曜日）12時から 13時まで 障害児者・介護者 不　要

※５　ちょこっとスポーツ！ ３月 19日（木曜日）13時から 14時 30分まで 障害児者・介護者 不　要

※６　日曜広場 ３月 29日（日曜日）13時から 14時 30分まで 障害児者・介護者
地域住民 不　要

※１　初心者でも大丈夫！ラケットスポーツを通じて、みんなで交流しましょう！ご家族、お友達、ご近所の方もご一緒にどうぞ！
※２　ゲームを通じて、みんなで交流しましょう！ご家族、お友達、ご近所の方ご一緒にどうぞ！
※３　トランポリン、エアートランポリン、ソフトブロックなどたくさんの遊具を利用して全身を使って遊びましょう。
※４　座ったままでもOK！リズムにのって、こころ踊る楽しい体操を行いましょう！
※５　ちょこっと始めてみたいな、もうちょこっと上手くなりたいなという方集まれ！今月は「卓球」です。
※６　今月のテーマは「パラスポーツ」です。パラスポーツを体験してみましょう！

HP

HP

問 FAX

TEL

TEL

日本語ページ

Twitter

Twitter
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２人以上の人が利用する施設は、原則屋内禁煙となります。
決められた場所以外では、喫煙はできません。

 1 日から 6日 薬物乱用防止ポスター・標語作品展
 1 日 子供の心を考える都民フォーラム
 2 日 保育のおしごと応援フェスタ 2020
 11 日 受動喫煙防止条例全面施行へのカウントダウンキャンペーン（港区）
 20 日 東京ホームタウン大学 2020
 22 日 自然を活用した東京都版保育モデル活動報告会
 23 日 保育の仕事発見フォーラム
 28 日から 4日 女性の健康週間

「LINE」公式アカウント「東京都」を開設しました

2020年４月１日から「東京都受動喫煙防止条例」・「改正健康増進法」全面施行

東京都では、１月31日（金曜日）より、「LINE」公式アカウント「東京都」を開設いたしました。
本アカウントでは、メッセージ機能を活用したプッシュ通知、タイムラインを活用した
情報発信のほか、メニュー画面から各局等のホームページへリンクすることなどにより、
各局の事業や都政に関する様々な情報を効果的に発信してまいります。
※「公式アカウント」カテゴリから、LINE ID「@tokyoto」で検索してください。

問 TEL生活文化局広報広聴部広報課　　03-5388-3087

受動喫煙防止に関する新しいルールが始まります。

●喫煙室を設置した場合、喫煙室とその施設の主な出入口に標識が掲示されます。
●喫煙する場合は、周囲の方に配慮してください（喫煙禁止場所での喫煙には
罰則規定があります。）。
●喫煙室には、20歳未満の方は立入禁止です。

 喫煙室の種類について
●喫煙専用室…喫煙のみ可能です。飲食等はできません。
●指定たばこ専用喫煙室…加熱式たばこに限り、飲食等をしながら喫煙ができます。
●喫煙可能室（店）…飲食等をしながらの喫煙が可能です。従業員がいない等、
一定の基準を満たす飲食店の一部または全部に設けられます。
●喫煙目的室（店）…飲食等をしながらの喫煙が可能です。シガーバーなどのた
ばこの対面販売を行う等、一定の基準を満たす施設に設けられます。

 新制度に関するお問い合わせ
○制度全般に関すること…　  をご覧いただくか相談窓口　 0570-069690（もくもくゼロ）まで
　 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/tokyo/kangaekata_public.html
 
○制度に関する分かりやすいハンドブックやモデル標識（ステッカー）を配布しています。お申
し込みは　  または相談窓口で受け付けています。
〇個別の施設に関する情報提供等は、お近くの保健所等にご連絡ください。

東京都受動喫煙防止条例

福祉保健局保健政策部健康推進課　　03-5320-4361TEL

TEL


